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化学的酸素要求量，窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減計画（徳島県）

この総量削減計画は，水質汚濁防止法（昭和４５年法律第１３８号）第４条の３等の規定

に基づき，化学的酸素要求量については瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１

１０号）第５条第１項に規定する区域のうち徳島県の区域について，窒素含有量及びりん含

有量については水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第２第３号リに掲

げる区域について，平成２３年６月１５日付け化学的酸素要求量，窒素含有量及びりん含有

量に係る総量削減基本方針（瀬戸内海）に定められた削減目標量を達成するため，必要な事

項を定めるものである。

１ 削減の目標

平成２６年度を目標年度とする発生源別の削減目標量は，次のとおりとする。

（１）化学的酸素要求量について

表１ 発生源別の削減目標量

（参考）

削減目標量（トン／日） 平成２１年度における量

（トン／日）

生活排水 １１ １２

産業排水 ２１ １６

そ の 他 ３ ３

合 計 ３５ ３１

（２）窒素含有量について

表２ 発生源別の削減目標量

（参考）

削減目標量（トン／日） 平成２１年度における量

（トン／日）

生活排水 ６ ６

産業排水 ３ ２

そ の 他 １０ １０

合 計 １９ １８



（３）りん含有量について

表３ 発生源別の削減目標量

（参考）

削減目標量（トン／日） 平成２１年度における量

（トン／日）

生活排水 ０．６ ０．６

産業排水 ０．５ ０．４

そ の 他 ０．４ ０．４

合 計 １．５ １．４

２ 削減目標量の達成のための方途

２－１ 生活系排水対策

瀬戸内海の削減目標量を達成するためには，工場・事業場排水はもとより，汚濁負荷

割合の大きい生活排水を適正かつ効率的に処理することが必要である。

このため，市町村等と協力しながら，地域の実情に応じ，下水道，浄化槽，農業集落

排水施設，コミュニティ・プラント等の生活排水処理施設及びし尿処理施設の整備を促

進するとともに，排水処理の高度化の促進，適正な維持管理の徹底等の生活排水処理対

策を計画的に推進することにより，削減目標量の達成を図る。

（１） 下水道の整備等

下水道については，社会資本整備重点計画及び徳島県汚水処理構想との整合を図り

つつ，目標年度までに表４に掲げる処理人口を目標にその整備を促進するとともに，

水洗化の促進等を図る。

また，下水道終末処理場については，維持管理の徹底等により排水水質の安定及び

向上に努めるとともに，窒素及びりんの高度処理の導入について，海域の状況を勘案

しつつ，その実施に努める。

さらに，合流式下水道については，越流水の現状把握に努めるとともに，簡易処理

施設及び雨水滞水池等の整備，スクリーンの改良等により改善を推進する。

表４ 下水道整備計画

年度 行政人口（千人） 処理人口（千人）

２６ ７６２ １２６

【１９】

※【 】書きは，高度処理人口を示す（内数）。



（２） その他の生活排水処理施設の整備

浄化槽，農業集落排水施設等，コミュニティ・プラントについては，徳島県汚水処

理構想との整合を図りつつ，目標年度までに表５に掲げる処理人口を目標としてその

整備を促進するとともに，水洗化と併せて生活排水処理の促進を図る。

既設の単独処理浄化槽については，地域の実情に応じ合併処理浄化槽への転換の促

進を図る。

また，浄化槽整備事業の活用等により，その整備を促進する。

農業集落排水施設については，農業振興地域において，その整備の促進を図る。

コミュニティ・プラントについては，市町村の一般廃棄物処理計画に基づき，その

整備の促進を図る。

し尿処理施設については，市町村の一般廃棄物処理計画に基づき，整備を促進する

とともに，処理施設の維持管理の徹底及び高度処理の導入により，排水水質の安定及

び向上に努める。

なお，浄化槽については，建築基準法（昭和２５年法律第２０１号），浄化槽法（昭

和５８年法律第４３号）及び「徳島県浄化槽取扱要綱」（昭和６２年４月施行）に基

づき，適正な設置並びに定期検査，保守点検及び清掃の徹底を図ることにより，排水

水質の安定及び向上に努める。

表５ 処理形態別汚水処理人口

年度 処理形態 処理人口（千人）

浄化槽 ２７０

２６ 農業集落排水施設等 ２０

コミュニティ・プラント ７

（３） 一般家庭における生活排水対策

一般家庭からの生活排水による削減目標量を達成するため，水質汚濁防止法及び徳

島県生活環境保全条例（平成１７年徳島県条例第２４号）に基づき，市町村と協力し，

家庭でできる雑排水対策についての普及・啓発を行うとともに，特に対策の実施が必

要な地域を生活排水対策重点地域に指定し，計画的かつ総合的な生活排水対策を推進

する。

２－２ 産業系排水対策

（１） 総量規制基準の設定

指定地域内事業場については，汚濁負荷量の削減のために採られた取組及びその難

易度，原材料等の使用の実態，排水処理技術の水準の動向，費用対効果，除去率の季

節変動等を考慮し，適切な総量規制基準を定め，立入検査，水質検査等を行い，その

遵守を徹底することにより，削減目標量の達成を図る。

新・増設の施設については，既設の施設に比べ，より高度な技術の導入が可能であ

ることを考慮し，特別の総量規制基準を設定し，削減目標量の達成を図る。

Cc（業種等の区分及び特定排出水量の時期区分ごとに適用される濃度値）等の値
等については，「化学的酸素要求量についての総量規制基準に係る業種その他の区分

及びその区分ごとの範囲」（平成１８年環境省告示第１３４号），「窒素含有量につい



ての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲」（平成１８年環

境省告示第１３５号）及び「りん含有量についての総量規制基準に係る業種その他の

区分及びその区分ごとの範囲」（平成１８年環境省告示第１３６号）により定めるこ

ととし，一部の業種等については，排水量等により区分するなど，業種等の実態を考

慮して適切に設定する。

（２） 総量規制基準の適用されない事業場等に対する対策

総量規制基準の適用されない工場・事業場のうち，徳島県生活環境保全条例の排水

規制の対象となっているものについては，立入検査，水質検査等を行い削減目標量を

達成するための指導等を行う。

また，指定地域内の日平均排水量が５０立方メートル未満の工場・事業場について

は，排出水の実態等を考慮し，「小規模事業場排水対策マニュアル」（平成１３年３

月環境省環境管理局）及び「徳島県小規模事業場等排水対策指導指針」（平成９年４

月施行）に基づき，適正な排水処理について指導及び助言を行い，削減目標量の達成

に努める。

さらに，排水規制の適用を受けない工場・事業場については，排出水の特性等につ

いて，その実態把握に努め，排水処理施設の設置等の削減目標量を達成するための必

要な措置を講じるよう指導を行う。

２－３ その他の汚濁発生源に係る対策

その他の汚濁発生源については，地域における発生特性を踏まえきめ細かな対策を講

じるとともに，発生源が多岐にわたることから汚濁負荷の実態に応じた削減努力を促し，

削減目標量の達成を図る。

（１） 農地からの負荷削減対策

持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律（平成１１年法律第１１０号）

等に基づく，エコファーマー等の育成・支援による環境保全型農業の一層の推進によ

り，化学肥料施用の低減など農地に由来する負荷の削減目標量の達成を図る。

（２） 畜産排水対策

畜産排水については，家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律（平

成１１年法律第１１２号），同法第８条の規定に基づき定める「家畜排せつ物の利用

の促進を図るための県計画」（平成１２年徳島県告示第８６９号）及び「畜産経営に

起因する環境汚染防止対策指導要領・指導方針」（昭和４７年９月制定）等に基づき，

家畜排せつ物の適正な管理及び処理を推進すること等を通じ，家畜排せつ物に由来す

る負荷の削減目標量の達成を図るとともに，耕畜連携の強化による広域利用やエネル

ギー利用等の高度利用等を推進する。

（３） 養殖漁場の改善

養殖漁場の環境改善を図るため，持続的養殖生産確保法（平成１１年法律第５１号），

「徳島県魚類養殖指導方針」等に基づき，給餌量の低減，汚濁負荷の少ない飼餌料の
じ じ

使用の促進等により，養殖漁場の環境管理の適正化を推進するとともに，漁場内の水

質及び底質の改善を図るため，地域の実情に応じて適切な措置を講ずる。

３ その他削減目標量の達成に関し必要な事項

（１） 人工海浜，干潟及び藻場の造成等

残された干潟及び藻場を保全するとともに，生態系に配慮しつつ，砂浜，干潟及び

藻場の造成等を盛り込んだ事業を推進する。

また，多様な生態系の維持に配慮した護岸整備等を行う。

（２） 水質改善に資する養殖等の取組の推進

水質改善に資する取組として，海域中の自然にある栄養塩や餌を利用して行う藻類



養殖，貝類養殖等を推進するとともに，漁業について，漁獲量の管理，資源回復計画

などにより，水生生物の安定的な漁獲を推進する。

（３） 水質浄化事業の推進

ア 河川等の浄化施設整備

水質汚濁の進んだ河川等の水質を改善するため，浄化施設の整備を図る。

イ 底質改善事業の推進

底質汚泥からの栄養塩類の溶出を抑制するため，汚泥の除去のためのしゅんせつ

を行う。

（４） 里海づくりの推進

人の手を適切に加えることにより生物多様性，生物生産性が高まった里海をめざし，

里海の概念や重要性について啓発を図るとともに，地域における里海づくり活動に対

する支援を行う。

（５） 監視事業の充実

公共用水域の水質汚濁の状況及び削減目標量の達成状況を正確に把握し，有効かつ

適切な対策を講ずるため，河川及び海域の水質監視，指定地域内事業場に対する立入

検査の実施及びその他の発生源に対する指導等並びに効果的な監視事業の充実を図

る。

（６） 教育，啓発等

水質総量削減をより効果的に推進するには，関係市町村，事業者及び県民の理解と

協力が必要である。このため，総量削減の趣旨及び内容について，自治体のホームペ

ージ等により，正しい理解を求め，協力体制の強化を図ることにより，削減目標量の

達成に努める。

事業者に対しては，団体が実施する研修会等を通じ，本計画の趣旨及び内容の周知

徹底に努め，総量規制基準の遵守及び削減目標量の達成のための努力と協力を要請す

る。

県民に対しては，家庭でできる生活雑排水対策の実践等に努めるよう啓発等を行う

とともに，児童及び生徒に対しては，学校教育の中で水質保全に対する正しい知識が

得られるよう，水質保全意識の普及・啓発に努める。

（７） 調査研究の推進

本計画の目標を達成するため，試験研究機関との連携を密にして，工場・事業場の

排出水，公共用水域の水質等の調査分析を行い，また，排水処理技術，排出水の汚濁

負荷量の測定技術等の研究等の推進に努める。

（８） 中小企業者への助成措置等

中小企業者の排水処理施設の設置，改善等に対する「徳島県環境保全施設整備等資

金貸付制度」等の資金の助成及び技術指導に努め，水質汚濁防止施設の整備等を促進

する。


